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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーの利益を損なうことのない、迅速かつ適正な意思決定と業務執行を確保し、長期安定
的な成長を実現するための効率的な経営体制の確立を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。

また、連結経営のもとでグループ会社を含めた適法経営を確保するため、事業運営上の様々なリスク管理を根幹とする内部統制システムを構築
し、企業としての社会的責任を忠実に果たしてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-1-3】後継者計画の策定

最高経営者を含む取締役、監査役および経営陣幹部の指名にあたっては、これまでの経験、知識および能力を総合的に判断のうえ、取締役会に
て決定しております。現時点で最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、今後必要に応じて検討を進めてまいり
ます。また、後継者候補の育成についても後継者計画と併せて検討を進めてまいります。

【補充原則4-3-3】CEOの解任手続

現時点でCEOの解任に相当する一律の評価基準や要件を定めておりませんが、最高経営者を含む取締役、監査役および経営陣幹部の指名にあ
たっては、これまでの経験、知識および能力を総合的に判断のうえ、取締役会にて決定しており、明確な法令違反があった場合には直ちに解任す
ることとしております。

【補充原則4-10-1】任意の諮問委員会の設置

現在、取締役の指名・報酬に関しては、下記原則3-1に記載のとおり、取締役会の決議により決定しております。

現時点で指名・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後さらなる透明性・公平性の確保を目的として、独立社外取締役
を主構成員とする指名・報酬委員会の設置を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】いわゆる政策保有株式

当社は、取引関係の維持・強化や業務提携等により、中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保有株式を保有いたしま
す。中長期的な企業価値向上の視点で保有目的や経済合理性を検証し、保有意義が乏しいと判断した場合は、市場への影響を勘案しつつ売却
いたします。

個別の政策保有株式における継続保有の是非については取引上の利益、配当利回り、資本コスト等を算出し、経済的なメリットや必要性を踏ま
え、総合的に取締役会で検証いたします。

政策保有株式に係る議決権行使については、当該議案が保有先の企業価値向上に資するものであることや、当社の保有目的に合致するもので
あることなどを確認し、適切に行使いたします。

【原則1-7】関連当事者間の取引

当社は、取締役・主要株主との取引について、取締役会の承認を要する旨を取締役会規則において定めており、当該規則に従い運用を行ってお
ります。

【原則2-6】企業のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は確定拠出型年金制度を導入しており、企業年金の積立金は運用しておりません。

【原則3-1】情報開示の充実

（1）経営理念等や経営戦略、経営計画

経営理念、中期経営計画については、当社ホームページ等に開示しております。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ｉ.1基本的な考え方」に開示しております。

（3）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書「２．１【取締役報酬関係】」に記載のとおりであります。

（4）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

取締役、監査役候補者、経営陣幹部の指名に当たっては、これまでの経験、知識および能力を総合的に判断のうえ、取締役会全体の知見・能力
のバランスに配慮して、取締役会で決定しております。なお、社外役員候補者については、当社独立性基準に適合する高い独立性を有する方で、
会社経営の経験や専門分野における深い見識を有し、かつ積極的に提言を行い当社ガバナンスの向上に寄与すると判断した方を選定しておりま
す。

（5）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名・選解任理由

個々の役員の選解任理由については、「定時株主総会招集ご通知」の株主参考書類等において開示しております。

【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲

当社では、法令上取締役会の専決事項とされている事項以外の業務執行の決定について、事案の軽重に応じて執行役員および監査役で構成さ



れる執行役員会、または社長に委任しております。

なお、これらの区別については取締役会規則その他の社内規程によって明確化しております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社では、以下の各項目に該当しない人材を高い独立性を有する者と判断し、独立社外役員の候補者に選定しております。

１．現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社の業務執行者であった者

２．現在または過去3年間において下記（1）～（6）のいずれかに該当していた者

（1）当社との1事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2％を超える取引先またはその業務執行者

（2）当社への出資比率が5％を超える大株主またはその業務執行者

（3）当社の主要な借入先またはその業務執行者

（4）当社より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（5）当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場
合は当社からの報酬が当該団体の年間収入の2％を超える団体に所属する者）

（6）当社の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者

３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

【補充原則4-11-1】取締役会としての能力・多様性についての考え方

当社取締役会は事業活動において、適切かつ迅速な経営の重要意思決定と業務執行の監督を実現すべく、取締役会全体として各事業分野に精
通した社内取締役と、多様なステークホルダーの立場に立った客観的視点から、経営の効率化やガバナンスの向上について積極的に意見を述べ
ることができる複数の社外取締役によって構成することを基本方針とし、定款により取締役20名以内、監査役5名以内と定めております。

なお、現在は上記の基本方針や取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス等を考慮し、取締役10名（社外取締役2名）、監査役4名（社
外監査役3名）の計14名で構成しております。

【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼務状況

取締役、監査役における他の上場会社の役員兼任状況については、「定時株主総会招集ご通知」の事業報告および株主総会参考書類において
開示しております。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性についての分析・評価

2019年度の取締役会の実効性について、取締役会の出席者である取締役にアンケートを実施し、その回答結果を踏まえ、分析・評価を行いまし
た。

〈取締役会の実効性評価の概要〉

（1）当社の取締役会は、多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成の下、重要事項の決定に関する審議において、活発な意見交換がな
されており、経営の意思決定および監督の実効性は確保されている。

（2）取締役会の開催頻度や審議時間等について適切であるとともに、資料の事前配布によって十分な検討時間が確保されている。

（3）中長期的な経営戦略の決定について、より一層議論の深化を図るため、取締役会運営の見直しを検討すべきである。

これらを踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を目指し、必要な施策を適宜検討、実施してまいります。

【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社は、取締役・監査役に対するトレーニングとして、新任取締役については、外部セミナーを受講させ自身の職責についての理解を深めさせて
おります。各取締役・監査役についても都度、適当な外部セミナーを受講し知識の研鑽に努めております。また、社外役員については、当社の業
務等に関する知識/理解を深めるため、当社の施設見学/事業の説明会を実施しております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

当社の株主との建設的な対話に関する方針は、以下のとおりであります。

（1）株主との対話に関する経営陣の指定、（2）社内部署の有機的な連携のための取組み

IR業務は管理部門担当役員が統括し、IR室が中心となって経営企画部、財務部、総務部と連携して株主との対話に当たっております。

（3）個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み

対話の手段として個別面談に加え、決算説明会やホームページによる情報開示を行っており、投資家説明会などの開催も検討してまいります。

（4）株主の意見・懸念のフィードバックのための取組み

株主からの意見/要望のうち当社経営に資すると思われるものは取締役会にフィードバックし、共有されております。

（5）インサイダー情報の管理に対する取組み

株主との対話に際し、社内規程を定め、インサイダー情報を適切に管理し漏洩の防止に努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,232,000 6.98

かみぐみ共栄会 6,807,981 5.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,456,400 3.78

上組社員持株会 3,095,046 2.62

全国共済農業共同組合連合会 2,772,000 2.35

一般財団法人村尾育英会 2,456,222 2.08

日本生命保険相互会社 2,271,643 1.92

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS

INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
2,256,800 1.91

住友生命保険相互会社 2,250,500 1.90



日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 2,152,500 1.82

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

石橋伸子 弁護士

鈴木三男 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

石橋伸子 ○

石橋氏が代表社員弁護士を務める弁護
士法人神戸シティ法律事務所、社外監査
役を務める株式会社髙松コンストラクショ
ングループ、社外取締役監査等委員を務
める株式会社ふくおかフィナンシャルグ
ループと当社の間に取引関係はありませ
ん。

石橋氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見
識を有しており、主にコンプライアンスの観点か
ら有益なアドバイスをいただけるものと期待し、
過去に社外役員となること以外の方法で企業
経営に直接関与した経験をお持ちではないも
のの、取締役会等を通じ当社のガバナンスの
強化・発展に貢献していただけるものと考え、
社外取締役として選任いたしました。

なお、当社と石橋氏との間には特別の利害関
係がなく、同氏は証券取引所が規定する独立
性基準および当社が定める独立性判断基準を
満たしておりますので、独立役員として指定い
たしました。



鈴木三男 ○

鈴木氏が顧問を務められる東京海上日動
火災保険株式会社、理事長を務める一般
財団法人日本自動車交通安全用品協会
と当社の間に取引関係はありません。

鈴木氏は、警察行政に長年携わり、その間各
県の要職を歴任した経験に基づくコンプライア
ンスや組織運営に関する豊富な知見を有して
おり、企業経営に直接関与した経験をお持ちで
はないものの、取締役会等を通じ当社のガバ
ナンスの強化・発展に貢献していただけるもの
と考え、社外取締役として選任いたしました。

なお、当社と鈴木氏との間には特別の利害関
係がなく、同氏は証券取引所が規定する独立
性基準および当社が定める独立性判断基準を
満たしておりますので、独立役員として指定い
たしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人、内部監査部門と定期的に報告会を開催するなど、意見・情報交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

宗吉勝正 税理士

中尾　巧 弁護士

黒田　愛 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



宗吉勝正 ○

宗吉氏が社外取締役監査等委員を務め
る株式会社エフアンドエム、社外監査役を
務める金井ホールディングス株式会社、
金井重要工業株式会社、社外取締役を務
めるシー・エイチ・オー新薬株式会社と当
社との間に取引関係はありません。

宗吉氏は、税理士の資格を保有し、税務・会計
に関する深い知見を有することに加え、下記の
とおり当社に対し高い独立性を保持されること
から、監査業務の遂行や取締役会等における
意見表明を通じ、当社のガバナンスの強化・発
展に貢献していただけるものと判断し、社外監
査役として選任いたしました。

なお、当社と宗吉氏との間には特別の利害関
係がなく、同氏は証券取引所が規定する独立
性基準および当社が定める独立性判断基準を
満たしておりますので、独立役員として指定い
たしました。

中尾　巧 ○
中尾氏と当社との間に特別の利害関係は
ありません。

中尾氏は、長年の検察行政における経験や、
弁護士としての専門的知識を有することに加
え、下記のとおり当社に対し高い独立性を保持
されることから、監査業務の遂行や取締役会等
における意見表明を通じ、当社のガバナンスの
強化・発展に貢献していただけるものと判断し、
社外監査役として選任いたしました。

なお、当社と中尾氏との間には特別の利害関
係がなく、同氏は証券取引所が規定する独立
性基準および当社が定める独立性判断基準を
満たしておりますので、独立役員として指定い
たしました。

黒田　愛 ○
黒田氏と当社との間に特別の利害関係は
ありません。

黒田氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見
識を有するともに、会社法をはじめとする企業
法務に加え、海外事務所への勤務経験も持た
れ、グローバルに事業展開する当社の社外監
査役として企業活動全般にわたる監査が期待
できることから、企業経営に直接関与した経験
をお持ちではないものの、取締役会等を通じ当
社のガバナンスの強化・発展に貢献していただ
けるものと考え、社外監査役として選任いたし
ました。

なお、当社と黒田氏との間には特別の利害関
係がなく、同氏は証券取引所が規定する独立
性基準および当社が定める独立性判断基準を
満たしておりますので、独立役員として指定い
たしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす者をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬について、金銭報酬部分におきましては、各役員の職責、職務遂行への対価としての基本部分に加えて、当期の業績水準や業績
への寄与度を加味した報酬体系としております。

また、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ付与および株主価値の共有を
目的として、上記報酬とは別枠で当社取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定いたしました。

詳細につきましては、本報告書「２．１【取締役報酬関係】」に記載のとおりであります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2020年3月期事業年度における取締役10名（内 社外取締役3名）に対し報酬総額381百万円を支払っております。

なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬額につきましては、2020年６月26日開催の第81回定時株主総会において、取締役報酬額は年額600百万円以内（うち社外取
締役50百万円以内）、監査役報酬額は年額60百万円以内と決議いただいております。

〈報酬等の内容の決定に関する基本方針〉

１．役員報酬における基本方針

①持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、具体的な経営目標の達成を強
く動機付けるものでなければならない。

②業務執行を担う取締役の報酬は、株主との利害共有を図るため、中長期的な企業価値と連動する株式報酬の割合を適切に設定したものとしな
ければならない。

③当社の役員としての重責に相応しい役員報酬体系としなければならない。

２．役員報酬における報酬水準および報酬構成

取締役の報酬水準は、職位および職責（役割）を基本に、会社の業績水準、社会情勢および他社の報酬水準などを勘案して決定するものとし、社
外取締役を除く取締役の報酬構成は、月額基本報酬（現金報酬）、および中長期報酬（株式報酬）で構成するものとしております。

３．月額基本報酬（現金報酬）

月額基本報酬は、各取締役の職位および職責ならびに前年度の業績等に応じて支給額を決定します。具体的には月額基本報酬は、固定給と変
動給で構成され、月額基本報酬のうち約60％に相当する額が各取締役の職位および職責等により定まる固定給であり、約40％が前年の業績等
に応じて支給される変動給になります。

変動給については、職位および職責等に応じて定められた基礎給に対して、前年度の業績等に応じて支給率が変動いたします。なお、基本報酬
額の決定に際して考慮される業績は、当社の中期経営計画で掲げる指標等で取締役会にて決定されます。

４．中長期報酬（株式報酬）

中長期報酬については、対象となる取締役の継続的な経営努力を喚起させるとともに、中長期的な企業価値の向上を促し、継続的な株式保有を
促進するものでなければならないものとしており、2019年６月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり導入を決議いただいておりま
す。

ア）中長期報酬の概要

社外取締役を除く取締役に対し、当社普通株式であって割当て等に係る契約により譲渡制限等の条件を付した株式（譲渡制限付株式）を割り当て
るため、金銭報酬債権を付与する。

イ）中長期報酬の総額および株式数

譲渡制限付株式の割当てのために付与される金銭報酬債権の総額　　　年額30百万円以内

割り当てられる譲渡制限付株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年間12,000株以内

５．報酬の決定プロセス

上記の報酬は当社を取り巻く経営環境を踏まえながら、企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう、同業他社や同規模企業の報酬水準を
ベンチマークとして調査分析を定期的に行い、役員報酬における基本方針に基づき適時適切に内容を見直してまいります。

なお、取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の適切な関与のもと、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役会の
決議を経て決定します。

６．社外取締役および監査役の報酬

業務執行から独立した客観的な立場から、当社グループ全体の経営を監督あるいは監査するという役割に鑑み、固定給のみで構成される月額基
本報酬（現金報酬）のみにより構成しております。

報酬については、社外取締役または監査役としての職責を基準として検討・審議のうえ、社外取締役の報酬については取締役会において、監査
役の報酬については監査役の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

管理部門が取締役会事務局として、社外取締役・社外監査役への連絡事務その他の必要なサポートを行っております。また、社外監査役の求め
に応じ、社内より適任者を任命し、監査補助者として監査役の業務をサポートできる体制を整えております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（1）業務執行に関する事項

当社は、取締役会による活発な議論を通じた迅速な意思決定により、変化の激しい経営環境に的確に対応するとともに、経営監視の面では、独
立役員たる社外取締役を含めた取締役相互間での監視監督機能に加え、独立役員たる社外監査役を含む各監査役による客観的・専門的な経営
監視機能を確保しており、経営の効率性および適正性の実現を図っております。

また、当社は法令上取締役会の専決事項とされている事項以外の業務執行の決定について、事案の軽重に応じて執行役員および監査役で構成
される執行役員会、または社長に委任することで、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現に努めております。

（2）監査・監督に関する事項



監査役監査については、社外監査役３名を含む４名の監査役により、監査役会で事業年度ごとに定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役
会その他重要な会議に出席するほか取締役等から営業の報告を聴取するなど、厳格な監査を実施するとともに、必要に応じて、社内より適任者
を監査補助者として任命できる体制を整えております。

なお、社外監査役中には税理士・弁護士の有資格者が存在しております。また、社外監査役はいずれも独立役員に選定され、当社に対する客観
的な視点による監視を行っております。

会計監査については、神陽監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は事業年度ごとの会計監査計画に基づき、業務執行社員と監査
業務補助者で当社および連結子会社の監査を実施しております。

また、内部監査部、監査役および会計監査人は、事業年度ごとの監査計画の策定および実施等について、定期的な打ち合わせや報告、意見・情
報交換を行い、さらなる監査機能の充実・強化を図っております。

（3）指名および報酬決定等に関する事項

本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく表示】、「【原則3-1】情報開示の充実」に記載のとおりであります。

（4）責任限定契約

当社は、社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、定款第29条第2項の定めにより、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、前述のとおり独立役員たる社外取締役および社外監査役を選任し、取締役会による迅速な意思決定と、これに対する取締役相互および

監査役による客観的・専門的な経営監視機能を確保しており、これらを通じて経営の効率性・適正性を実現していると考え、現状の体制を採用し

ております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主による議決権行使上の利便性向上のため、原則として招集通知の発送日を総会日
の21日前（3週間前）としております。

なお、さらなる株主の利便性向上のため、発送日以前より招集通知を当社ウェブサイトお
よび東京証券取引所にて公開しております。

電磁的方法による議決権の行使
株主による議決権行使上の利便性向上のため、従来の議決権行使書による議決権行使
と併せて、インターネットによる議決権行使を採用しております。　

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

外国人株主の議決権行使環境の向上のため、議決権電子行使プラットフォームを採用し
ております。

招集通知（要約）の英文での提供 外国人株主の議決権行使環境の向上のため、招集通知を英訳し提供しております。

その他

当社グループへの理解促進による適正な市場評価を目的として、重要な経営関連情報の
適時適切な開示に努めるとともに、証券アナリストや機関投資家への決算説明会および
取材対応等を実施しており、これらの取組みが株主総会の活性化および議決権行使の円
滑化につながるものと考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

証券アナリストおよび機関投資家を対象として決算説明会を開催いたしており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書、決算短信その他のIR資料をホームページ上に掲載しており

ます。また、海外の株主、投資家などを対象とした英文財務諸表を作成し掲載

しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR室を設置しております。

その他
証券アナリストおよび機関投資家を対象として、要請に応じての取材対応なら

びに現場見学を実施するとともに、不定期に説明会を実施しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンス・リスク管理規定には、「ステークホルダーに対しての社会的責任を果た
す」旨を規定するとともに、情報管理および内部者取引管理規定には「ステークホルダーの
当社に対する理解促進と適正な評価に資することを目的として、法令・諸規則を遵守した
公正かつ適時適切な当社経営関連情報の開示に努める」旨などを規定しております。　

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全および地域社会への貢献を目指した企業市民活動の一環として、輸送の効率
化・モーダルシフト等の推進による排出CO2の削減を通じた「地球にやさしい物流サービ
ス」の提供に努めるとともに、クールビズ・ウォームビズの実践や植樹活動への参加を積極
的に行っております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報管理および内部者取引管理規定に、ステークホルダーに対する情報提供に係る方針
などについて規定しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「常に時代の風を読み、変化する社会の要請に即応しながら、一歩先のテーマに取り組み、企業価値の向上と、経営の安定に努め、ひい
ては豊かな社会の実現に貢献する」との経営理念を掲げ、総合物流企業として、継続的な成長の実現と、社会的責任の履践を目指しております
が、この目的を達成するため、当社では内部統制システムに関する基本方針を定め、体制・制度の構築と運用、および定期の見直しと改善を行っ
ております。

（1）取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業活動の基礎として法令順守を第一に掲げ、遵法精神の確立と実践を目的として当社グループ全体に適用される「上組グループ企業
行動憲章」を制定している。

当該規範に基づき、当社グループにおける内部統制体制の確立・推進のため「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、「コンプライアンス規
程」をはじめ社内規程の策定と、「企業倫理ヘルプライン」と称する内部通報制度の整備・運用を行う。

また、業務モニタリングのため、独立組織として社長直属の内部監査部を設置し、当社グループの監査を行う。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程に従い、文書等に記録し適切に保存管理を行う。また、保存
管理する情報を、常時、取締役および監査役が閲覧できる体制を整える。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業運営上の様々なリスク管理については、「リスク管理規程」等に従い、当該分野の所管部署が対応を行うほか、コンプライアンス・リスク管理
委員会が当社グループ全体にわたる横断的な管理を行う。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、その目標達成に向けた具体的計画を立案・実行する。

また、定例の取締役会を原則として月に１回開催し、取締役の職務の執行状況の監督等を行うとともに、職務執行の有効性・効率性の確保のた
め当社および当社グループに係る重要事項については、当社の取締役会で決定することとする。

加えて、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と監督、業務執行を分離することで経営の効率化を図る。

（5）会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「関連子会社管理規程」を制定し、当社グループにおける経営上の重要事項や営業成績について、定期的な報告を義務付ける。

また、当社グループにおけるコンプライアンス、リスク管理体制、その他内部統制に必要な組織ならびに体制の整備については、当社のコンプライ
アンス・リスク管理委員会および各事業所に置くローカル委員会が行うとともに、当該運営に係る重要な方針等の決定を行い、当社の内部監査部
によるモニタリングを通じてその実施状況を監視する。

（6）監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

社内より適任者を任命し、監査補助者として、監査役の業務をサポートできる体制を整え、監査の効率化と監査機能の充実を図る。

（7）前号の従業員の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前号に定める監査補助者は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役、従業員から一切不当な制約を受け
ないこととし、また、監査補助者は、その職務の遂行に当たっては監査役の指示に従うものとする。

（8）取締役および従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

当社グループの取締役および従業員は、監査役に対して、下記事項に関する報告を遅滞なく行う。

・当社グループに影響を及ぼす重要事項に関する決定

・当社およびグループの業績状況

・当社グループのコンプライアンス違反行為に関する事項

・企業倫理ヘルプラインにおける通報内容および当該通報に対する調査結果に関する事項

・経営会議等の重要な会議等で審議、報告された案件

・内部監査部が実施した内部監査の結果

・当社グループに著しく損害を及ぼす恐れのある事項

（9）前号により監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、前号による報告を行った者に対し、報告したことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、内部通報者についても、内部通報を行ったことを
理由としていかなる不利益な取扱いも行わないことを規定する。

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の処理に係る方針に関する事項

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の
うえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理
する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役が、取締役会などの重要な会議に出席し、職務の執行等に関する報告を受けるとともに、意見・情報交換などを行い、また、内部監査部お
よび会計監査人と事業年度毎の監査計画の策定および実施等について、定期的な打合せや意見・情報交換を行うことができる体制を構築する。

また、監査役が必要に応じて、重要な議事録、決裁書類等を閲覧できる体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除への対応については、前記の行動憲章に基づき、別途「企業対象暴力に対する対応規定」を定めております。

また、企業防衛対策協議会に加盟し、警察署と連携して対応できる体制を整えております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社では、業績の拡大を通じて時価総額を高めることが、敵対的買収防衛の最も有効な手段であると考えておりますので、現時点において個別

具体的な防衛策を導入する予定はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・適時開示体制の概要

当社では、当社グループにおける重要な経営関連情報の報告体制を構築するとともに、経営責任者を委員長とする情報管理委員会を設置

し、法令・諸規則を遵守した適時適切な会社情報の開示に務めております。

なお、当該体制の模式図は別紙添付のとおりとなります。






